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研究成果の概要（和文）：　世界貿易機関(WTO)紛争処理と投資家対国家の紛争処理(ISDS)特に投資仲裁(以下、
まとめて国際経済紛争処理とする)について、どのような批判があるか、批判についてどのような改革が可能で
あるかを明らかにした。
　国際経済紛争処理に対する批判の一つは、国際経済紛争処理法廷が国の規制権限に対して適切な配慮を行って
いないというものである。本研究においては、気候変動政策や安全保障政策に関連する国際経済紛争処理を分析
し、違法性有無の審理と規制権限に対する配慮とをいかにバランスしうるかを明らかにした。

研究成果の概要（英文）： This research examined the World Trade Organization (WTO) Dispute 
settlement and Investor-State Dispute Settlement (ISDS), particularly investment arbitration 
(hereafter international economic dispute settlement) and discussed how it can be improved.
One of the criticisms against international economic dispute settlement is that international 
economic dispute settlement tribunals do not pay appropriate deference to states' right to regulate.
 This research reviewed international economic disputes involving climate change policies and 
security policies and suggested how the tribunals can balance the need to assess the legality of 
states' policies and the need to pay deference to states' right to regulate.

研究分野： 国際法
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研究成果の学術的意義や社会的意義
国際経済紛争処理は、国際経済紛争を法に基づき解決するために不可欠の要素である。にもかかわらず、国際経
済紛争処理に対する批判が高まり、WTO紛争処理については部分的な機能不全に陥り、投資仲裁については離脱
する国が増えている。
本研究は、国際経済紛争処理の改革案を提示したことで、引き続き国際経済紛争処理が活用され、国際社会にお
ける法の支配が維持されることに貢献すると期待される。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。



様 式 Ｆ－１９－２ 
１．研究開始当初の背景 
世界貿易機関(WTO)紛争処理は WTO 協定に関する紛争を解決するための制度で、特にパネ

ルと上級委員会という準裁判的機関が貿易紛争の解決のために活用されてきた。またパネルと
上級委員会による WTO 協定解釈の蓄積は WTO 協定の明確化に貢献してきた。 
他方で投資仲裁は、国際投資協定に盛り込まれることの多い紛争処理手続で、外国投資家と投

資受入国との紛争の解決に貢献してきた。国際投資協定は二国間で締結されることが多く、その
ルールの内容はさまざまであるが、投資仲裁による国際投資協定解釈の蓄積は一定程度投資ル
ールの明確化を進めてきた。 
このように、WTO 紛争処理と投資仲裁は国際経済紛争の解決と国際経済法の明確化に貢献し

てきたが、その影響力が高まるにつれ近年では批判にさらされるようにもなった。 
特に WTO 紛争処理については、米国が「上訴機関である上級委員会は WTO 協定で認められ

た権限を逸脱して審理を行っている」などと批判を行い、上級委員会委員の任命・再任を妨げた
結果、2019 年 12 月以降上級委員会が機能不全となり、WTO 紛争処理全体の機能が低下してい
る。こうした事態を受けて、上級委員会を含めた WTO 紛争処理の改革に向けた機運が高まっ
た。 
投資仲裁についても、仲裁手続の透明性や公平性の欠如、仲裁判断の一貫性の欠如といったシ

ステミックな問題が長年指摘されてきた。また近年では特に気候変動対策のための政策が投資
仲裁の対象となり、違法性が認定される事例が多数あり、投資仲裁制度が気候変動政策と整合的
でないと批判されることも増えている。そこで、国連国際商取引法委員会(UNCITRAL)第 3 作
業部会において投資家対国家の紛争処理(ISDS)改革に関する議論が進められたり、国際投資紛
争解決センター(ICSID)において仲裁規則の改正が行われるなどした。また国際投資協定におい
て仲裁手続の改善が盛り込まれることも増えている。 
 
２．研究の目的 
本研究は、WTO 紛争処理と投資仲裁をどのように改革すべきかを明らかにすることを目的と

した。 
本研究が特に注目したのは、国家の規制権限との関係での国際経済紛争処理のあり方である。 
WTO 協定や国際投資協定といった国際経済協定は、国に経済政策に関する一定の義務を課す

ものであるが、同時に環境や安全保障といった正当な政策目的を実現するための規制権限(裁量)
を認めている。国際経済紛争処理においては、パネルや上級委員会、投資仲裁は国の国際経済協
定義務違反の有無を審理かつ決定しなければならないが、同時に協定上認められている国の規
制権限を尊重することも求められる。国際経済紛争処理に対する批判は、国際経済紛争処理が国
の規制権限に対して適切な配慮を行っていない(と認識されている)ことを背景としており、国際
経済紛争処理の改革においては違法性有無の審理と規制権限に対する配慮との適切なバランス
を実現することが不可欠となる。 
こうした問題が先鋭化しているのが気候変動や安全保障に関連する国際経済紛争であること

から、本研究はこうした紛争の研究を通じて国際経済紛争処理のあるべき姿を明らかにするこ
とを目的とした。 
 
３．研究の方法 
本研究は、国際共同研究を主たる方法として実施した。 
とりわけ、2021 年 9 月から 1 年間、ケンブリッジ大学ラウターパクト国際法センターに客員

研究員として滞在し、同研究所の研究者と共同研究を行った。 
とりわけ主たる共同研究者であった同研究所フェローの Jorge E. Viñuales 教授は、気候変

動政策に関わる国際貿易投資紛争に顕著な業績を有しており、同研究所滞在中は気候変動関連
紛争における国際経済紛争処理制度のあり方を主として研究した。同研究所のフェローには、
Marie-Claire Cordonier Segger 教授や Markus Gehring 博士といった気候変動に関わる国際法
を専門とする研究者も含まれており、Segger 教授及び Gehring 博士とは、国際学会において共
同発表も行った。 
また同研究所フェローJoanna Gomula 博士は国際貿易法を専門としており、Gomula 博士とは

WTO 紛争処理についてしばしば意見交換を行った。とりわけ上級委員会改革問題については、チ
ェコの Pavel Šturma 教授も加わりワークショップを開催して意見交換を行った。また同研究所
フェローでやはり国際貿易法を専門とする Lorand Bartels 教授はあいにく在外研究中で不在で
あったが、ケンブリッジに一時帰国の折に意見交換の機会を持った。 
このほか John Barker 博士、Surabhi Ranganathan 教授と国際紛争処理全般についての意見交

換を行ったことも有益であった。 
同研究所に所属する客員研究員の中にも、国際経済紛争処理制度を専門とする研究者が複数

名おり、客員研究員同士での意見交換も有用であった。特にケンブリッジ渡航当初はコロナの影
響で滞在する客員研究員が少なかったため、意見交換を活発化する目的で客員研究員を対象と
した勉強会を自ら立ち上げ、定期的に開催した。この活動は研究所の主たる活動として研究所
SNS などでも紹介された。 
ケンブリッジ大学所属の大学院生と研究交流の機会を持てたことも有用であった。特に、国際

貿易紛争実務に詳しい Victor Crochet 弁護士がケンブリッジ大学大学院に滞在中であり、国際



貿易紛争実務についての知見を得たり国際貿易紛争処理改革について意見交換をしたことが有
益であった。 
 ケンブリッジ大学外の研究者とも国際共同研究を行った。気候変動関連の投資仲裁や国際投
資協定については、シンガポール国立大学の N Jansen Calamita 教授の主宰する共同研究に参
加したほか、エネルギー関連投資仲裁実務家の集まりである ENERAP に日本支部主宰者として参
加した。また貿易関連国際法における気候変動政策の位置付について、ジョージタウン大学の
Kathleen Claussen の主宰する共同研究に参加した。 
コロナの渡航制限のため、イギリス国外での聞き取り調査を行うことは困難であったが、2022

年 3 月にはワシントン DC において ICSID を訪問し、ICSID 仲裁規則の改正を中心に投資仲裁の
改革に関する聞き取りを行った。 
ケンブリッジ大学渡航前には、WTO 紛争処理や投資仲裁における事例を研究することを特に重

視した。また、WTO 紛争処理や投資仲裁以外の国際裁判事例についても研究の対象とし、比較分
析を行った。 
帰国後は、書籍、論文、学会・国際会議、個人ウェブサイト等を通じて研究成果を発表した。 

 
４．研究成果 
 主な研究成果は下記のとおりである。 
(1) 気候変動関連紛争 
 本研究は、気候変動政策の投資協定との適合性が投資仲裁において争われた事例の研究を通
じ、投資仲裁のあるべき姿を明らかにした。 
気候変動関連投資仲裁事例の増加は、国際投資法及び投資仲裁制度によって気候変動政策の

実施が妨げられる恐れがあるとの懸念を特に欧州において高めることになった。本研究では、気
候変動関連投資仲裁事例で適用法とされることの多いエネルギー憲章条約(ECT)について、仲裁
事例や近代化交渉を分析した。近代化交渉は 2022 年に実質合意が成立したが、欧州においては
合意によっても親和性は十分確保されていないとの批判が根強く、多数の EU 加盟国が ECT 脱退
を表明しており、EU も脱退する見込みとなっている。ただし、ECT の改正案は 2024 年にも採択
されることが期待されている。 
 
(2) 安全保障関連紛争 
 WTO 紛争処理を中心に、安全保障関連の貿易紛争処理のあるべき姿についても論じた。 
 貿易と安全保障をテーマとして講演や国際会議発表を行ったほか、論文を通じて発表した。 
 また、経済的威圧に対応する必要性が高まっている中、WTO 紛争処理を用いず一方的に経済的
威圧に対応する法制度が EU で成立したほか、日本でも経済的威圧に対する対応が検討されてい
る。本研究では、経済的威圧に関する紛争について、WTO 紛争処理制度をどのように活用し得る
のか、また WTO 紛争処理以外の対応手段があるのかを検討し、国際学会などで発表した。 
 
(3) 国際経済紛争処理事例研究 
 WTO 紛争処理については、重要な WTO 紛争の背景、法的論点、紛争処理の時系列的展開を専門
家のみならず一般の方にも読めるような形でまとめた日本語書籍『貿易紛争と WTO: ルールに基
づく紛争解決の事例研究』(法律文化社)を出版した。 
 コロナ禍で対面での共同研究や研究発表の機会が減少したことをきっかけに、自らの個人ウ
ェブサイト(researchmap)で研究成果の一部の公表を始めた。 
 1 つは WTO 紛争処理のパネル・上級委員会報告等要旨で、最近のものを中心にパネル・上級委
員会報告等の要旨と考察を掲載している。 
 もう 1つは研究ブログで、日々の研究活動の紹介のほか、国際経済紛争処理に関連する時事問
題の分析を掲載している。 
 
(4) 今後 
 WTO 紛争処理については、2024 年中に改革について一定の方針が示されることが期待されて
いる。 
 また投資仲裁については、様々なフォーラムで改革の議論が続けられている。 
 国際経済紛争処理制度の改革については、今後も継続的に研究を続けていく予定である。 
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